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In brief 

2016 年 7 月 11 日、OECD は行動 5（有害税制への対抗）の勧告に基づく税務当局のルーリングの情報交

換のための標準的ＩＴフォーマット（ETR XML Schema）とユーザー・ガイド 1 を公表しました。行動 5 において

は、制度の透明性の確保のための、ルーリングに関する自発的情報交換の義務づけの枠組みを設けること

が勧告として盛り込まれましたが、ETR XML Schema は、情報交換の実施に係る標準的なフォーマットとして

提供されたものです。このような OECD の動きに先行して、EU では 2011 年 2 月に EU 加盟国間での税務

関連の情報交換を強化する指令（Directive 2011/16/EU2）を発遣しており、2016 年 1 月に当該指令を行動

5 の勧告に沿った内容とする改正が提案されました。我が国では近年、租税条約の情報交換規定の見直し

や、情報交換協定の締結の拡大、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の創設等

により、積極的な取組みを進めています。本ニュースレターでは、租税の情報交換に係る近年の国際的な対

応の動向について解説します。 

 

In detail 
1. 租税条約・租税協定（以下「租税条約等」）における情報交換の方法3 

税務当局間の情報交換とは、納税者の取引などの税に関する情報を二国間の税務当局間で互いに提供す

る仕組みで、租税条約等に基づく情報交換の方法は、情報提供や対象となる情報によって、「要請に基づく

情報交換」、「自発的情報交換」、「自動的情報交換」の3類型に区別されます。 

 

1 http://www.oecd.org/tax/beps/exchange-on-tax-rulings-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm 
2 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 

77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1) 
3 「平成 26 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」（2015 年 11 月に国税庁が公表）を参照 

国税庁 外国税務当局

1 要請に基づく情報交換
②情報交換要請

④関連情報の提供

①調査（課税上の問題の把握） ③調査（情報収集）

国税庁 外国税務当局

2 自発的情報交換

②一方的に情報提供

①調査（外国における課税上の問題の把握）

国税庁 外国税務当局

3 自動的情報交換

②大量一括の情報提供

①法定調書から情報収集 【出所：2014 年 4 月税制調査会 財務省提出資料】 
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「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査において、自国内で入手できる情報だけでは事実

関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局に必要な情報の収集・提供を要請

する仕組みで、国外の法人等との取引の内容や、外国金融機関との取引の内容など、国際的な取引の実態

や国外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段であると言われています。 

 

「自発的情報交換」は、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と

認められる情報を自発的に提供する仕組みで、国際的な脱税及び租税回避行為に対処するための国家間

の情報交換における、「自発的情報交換」制度の重要性が高まっているものと思われます。 

 

「自動的情報交換」は、法定調書から把握した非居住者等への支払等(配当、不動産所得、無形資産の使用

料、給与・報酬、キャピタルゲイン等)に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して

送付するものです。 

 

2. 税の情報交換に関する国際的取組み 

OECDは税の情報交換に関して古くから取組みを行っており4、2000年初頭に税の透明性と情報交換に関す

るグローバル・フォーラムが組成され、2002年4月には「税に関するモデル情報交換協定」を公表しました。 

しかしながら、2008年のスイスUBS事件等5は、それまでのOECDの活動の見直しの契機となり、2008年秋以

降、金融システム安定化等の観点から、いわゆるタックスヘイブンへの不透明な資金の流れが国際社会にお

いて問題視され、税務当局間で納税者情報（銀行機密情報も含む）の交換を行うことを各国が約する動きが

加速しました。 

 

2009年9月にこのグローバル・フォーラムは拡充され、いわゆるタックスヘイブンを含む各国の情報交換の法

制・執行の両面からピア・レビュー（相互審査6）を行うことにつき合意がされました。その後、2010年3月に米国

市民による外国金融機関の口座を利用した脱税を防止する「外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）」が

米国で成立したことを受け、2013年11月、グローバル・フォーラムは「自動的情報交換グループ」を設立、

2014年2月、OECDは非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準で

ある共通報告基準（CRS：Common Reporting Standard）及びその実施細目（コメンタリー）を公表しました。 

 

また、情報交換を含む租税に関する行政支援（情報交換・徴収共助・文書送達共助）を相互に行うための多

国間条約である税務行政執行共助条約（以下「執行共助条約」）が開発され、2011年6月1日以後、署名が可

能となりました。上記のCRSの公表ならびにBEPSのCbCR（国別報告書）の情報交換に係る実施方法の公表

を受け、これらの情報交換に係る多国間協定も開発されています7。 

 

3. 行動5におけるルーリングに係る情報交換の枠組み 

「透明性と実質性に考慮した、有害な税慣行へのより効果的な対抗」と題した行動 5 の BEPS 最終報告書で

は、各国の優遇税制や税務のルーリングに関する透明性の欠如が有害な税慣行への懸念であるとの認識の

もと、①優遇税制が有害税制に該当するか否かの判定に関して経済活動の実質性要件（substantial activity 

requirement）を新たな基準とし、②制度の透明性の確保のための、ルーリングに関する自発的情報交換の義

務づけの枠組みを設けることを勧告として盛り込みました。今般公表された ETR XML Schema は、②の税務

当局による情報交換に係る標準的ＩＴフォーマットとして提供されたものです。 

 

情報交換の対象に含まれるルーリングは、①優遇税制に係るルーリング、②クロスボーダーの APA（事前確

認制度）その他の移転価格のユニラテラルなルーリング、③利益の下方修正を伴うルーリング、④PE に関す

4 1971 年に Working Party on Tax Avoidance and Evasion を設立して以後、税の透明性や情報交換に関する基準を設けてきた。 
5 UBS の元従業員による米国人の顧客の脱税幇助事件 
6 情報の記録（経済取引を行っている者や金額等の情報が適正に記録・保存されているか等）、税務当局が情報を取得する権限（銀行

機密に妨げられないか等）、税務当局間の情報交換（関係する国・地域と、自国の課税上の利益がなくても、情報を交換しているか等）

が審査の対象となった。 
7 Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (the "CRS MCAA")、

Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (the “CbC MCAA”) 
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るルーリング、⑤導管取引に関するルーリング、⑥その他ルーリングで情報交換が行われないことにより

BEPS が懸念されると判断されたもの、の 6 つを含みます。 

租税条約等において、情報交換規定が整備されている国では、2016 年 4 月 1 日以後のルーリングが上記

枠組みにおいて、情報交換の対象とされ、過去のルーリングの情報交換は 2016 年 12 月 31 日までに終える

こととされています。 

 

4. 我が国の対応 

OECD による CRS（非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準であ

る共通報告基準）の公表を受け、2015 年度の税制改正において、国内に所在する金融機関から口座保有

者の氏名、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報を報告させる制度が導入されました。この報告

制度は 2017 年 1 月 1 日から施行され、2018 年に金融機関から初回の報告を受け、情報交換が行われるこ

ととされています。 

 

2011年6月1日以後、署名が可能とされた執行共助条約については、2011年11月に署名を行い、2013年10

月に発効しました。2016年8月22日現在、執行共助条約の締約国及び締約地域等76のうち、我が国と二国

間条約等を締結している国は39、地域等は6あります。この他にも租税条約等の改正、新規締結が活発に行

われ、最近では2016年8月26日にパナマ共和国との租税情報交換協定（要請に基づく情報の交換及び自動

的情報交換規定を盛り込んだ情報交換協定）の署名が行われています8。 

 

行動5の勧告に基づく、APAを含む移転価格のルーリングに係る自発的情報交換義務化への対応について

は、既存の租税条約の情報交換の枠組みでの対応が図られるものとみられます9。その他のルーリングに関

する対応についても、既存の租税条約等のネットワークが活用されるものとみられます。 

 

5. EU での対応 

EU では 2011 年 2 月に EU 加盟国間での税務関連の情報交換を強化する指令（Directive 2011/16/EU）を

発遣し、クロスボーダー取引や脱税に対する適正な課税のためには、自動的情報交換の義務化が最も効果

的であることを確認しています 10。2016 年 1 月に、租税回避防止パッケージ（ATA パッケージ）の一つとして、

Directive 2011/16/EU を行動 5 の勧告に沿った内容とする改正案が盛り込まれ、2016 年 5 月 28 日に

Official Journal of the European Union（欧州連合官報）に掲載されました 11。これは、自動的情報交換の対

象に、クロスボーダーの事前のルーリングや移転価格の APA 及び CbCR を含めることとしたものです。CbCR

については、対象となる多国籍企業は 2016 年 1 月 1 日以降開始事業年度について提出義務を負い、多国

籍企業の事業年度最終日から 15 カ月 以内に税務当局間で交換をすることとされています。 

 

上記の改正とは別に、CbCR を含む税務情報の一般開示を義務付ける会計指令（2013/34/EU12の改正案）

が 2016 年 4 月 12 日に提出されました。当該指令では、対象となる企業は、以下の会計、非会計情報の一

般開示が義務付けられています。改正案は、④の開示を採掘業・伐採業以外の企業にも適用拡大するもの

であり、行動 13 の当局への開示要件を超えるものとなるため、EU 域内に子会社を有する多国籍企業からの

反発が予想されますが、今後の EU での審議の動向に注意が必要です。 

 

① 年次 （連結） 財務諸表（貸借対照表、損益計算書 及び 注記を含む） 

② マネジメント ・レポート（事業内容、今後の事業展開等） 

③ コーポレート ・ガバナンス・ステートメント（コーポレート・ガバナンス・コード、内部・リスク管理状況等） 

④ 採掘業又 は伐採業である大規模企業及び公的企業について政府への支払額報告書（国別報告） 

8 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20160826pa.htm 
9 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/23/27dis16kai6.pdf 
10 (10) It is recognised that the mandatory automatic exchange of information without preconditions is the most effective means of 

enhancing the correct assessment of taxes in cross-border situations and of fighting fraud. To that end, a step-by-step approach 

should therefore be followed starting with the automatic exchange of available information on five categories and reviewing the relevant 

provisions after a report by the Commission. (11) The spontaneous exchange of information between Member States should also be 

strengthened and encouraged. 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472429211421&uri=CELEX:32016L0881 
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472432098724&uri=CELEX:32013L0034 
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Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  

〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表）  

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com 

www.pwc.com/jp/tax 
 

パートナー  

高野 公人 

03-5251-2698 

kimihito.k.takano@jp.pwc.com 

 

顧問  

岡田 至康 

03-5251-2670 

yoshiyasu.okada@jp.pwc.com 

 

パートナー 

佐々木 浩 

03-5251-2184 

hiroshi.sasaki@jp.pwc.com  

ディレクター  

荒井 優美子 

03-5251-2475 

yumiko.arai@jp.pwc.com 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PwC 税理士法人は、PwC のメンバーファームです。公認会計士、税理士など約 590 人を有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申

告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。 

PwC は、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを Purpose（存在意義）としています。私たちは、世界 157 カ国に及ぶグローバルネットワーク

に 208,000 人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 

本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 

© 2016 PwC 税理士法人 無断複写・転載を禁じます。 

PwC とはメンバーファームである PwC 税理士法人、または日本における PwC メンバーファームおよび（または）その指定子会社または PwC のネットワーク

を指しています。各メンバーファームおよび子会社は、別組織となっています。詳細は www.pwc.com/structure をご覧ください。 
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